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専門医資格認定試験 告示 
 

一般社団法人 日本周産期・新生児医学会 『専門医制度規定』中の「専門医資格認定試験実施規定」に

示す専門医認定のための資格認定試験を下記のように実施する． 

 

2023 年 3 月 15 日 

 

一般社団法人日本周産期・新生児医学会 

理事長  田 中  守 

専門医制度委員会 委員長  高 橋 尚 人 

副委員長  関 沢 明 彦 

 

2023 年度専門医資格認定試験 

―実施要領― 
 

Ⅰ．受験資格 

専門医資格認定試験を受験できる資格には，①専攻医，②暫定指導医（②-1：要件充足 ②-2：要件未充

足），③両方経験の 3 種類がある． 

①専攻医としての受験資格 

（1）医師免許証（医籍）を有する． 

（2）基本学会である日本小児科学会，日本産科婦人科学会のいずれかの専門医である． 

（3）資格認定試験を受験する時点で 3 年以上継続して日本周産期・新生児医学会会員であり，会費を

完納している． 

（4）基本学会専門医資格を取得後，研修の届出を行っている． 

（5）研修の届出を行った後，認定施設における 3 年以上の研修を行い，研修年次報告書を毎年提出し

ている． 

（6）規則付則に定める必要研修症例数を有している． 

（7）研修期間中に認定施設を異動した場合及び指導医が交代した場合，変更届（様式 1-4）を提出して

いる． 

（8）所定の単位を取得している. （詳細は【単位の解説（研修単位となる業績について）】参照 ｐ7） 

②暫定指導医としての受験資格 

【補足】 

②-1：暫定指導医としての期間が 3 年以上で，「6 か月以上指導した専攻医が 2 名以上あり，そのうち

の 1 名以上が専門医試験に合格している」という要件を充たした暫定指導医（要件充足） 

②-2：上記の要件を充たしていない暫定指導医（要件未充足） 

※②-1 と②-2 で出願書類の必要個所が異なる 

(1) 医師免許証（医籍）を有する． 

(2) 基本学会である日本小児科学会，日本産科婦人科学会のいずれかの専門医である． 

(3) 資格認定試験を受験する時点で 3 年以上継続して日本周産期・新生児医学会会員であり，会費を

完納している． 

(4) 暫定指導医としての期間が 3 年以上である． 

(5) 規則施行細則第 19 条の指導医の責務と業務を果たしている． 

(6) 施設年次報告書を毎年提出している． 

(7) 規則施行細則第 22 条による取消処分を受けていない． 

(8) 所定の単位を取得している. （詳細は【単位の解説（研修単位となる業績について）】参照 p7） 

③両方経験している場合の受験資格 

【補足】 

異動等により暫定指導医が専攻医に，あるいは専攻医が暫定指導医になった場合 

(１)医師免許証（医籍）を有する． 

(2)基本学会である日本小児科学会，日本産科婦人科学会のいずれかの専門医である． 

(3）資格認定試験を受験する時点で 3 年以上継続して日本周産期・新生児医学会会員であり，会費を完
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納している． 

（4）暫定指導医と専攻医期間を合算して 3 年以上の期間を有する． 

（5）暫定指導医期間中は規則施行細則第 19 条の指導医の責務と業務を果たしている． 

（6）暫定指導医期間中は施設年次報告書を毎年提出している． 

（7）暫定指導医期間中に規則施行細則第 22 条による取消処分を受けていない． 

（8）研修期間中に認定施設を異動した場合及び指導医が交代した場合，変更届（様式 1-4）を提出して

いる. 

（9）専攻医期間は，研修の届出を行い，研修年次報告書を毎年提出している. 

（10）所定の単位を取得している.（詳細は【単位の解説（研修単位となる業績について）】参照 p7） 

※いずれも受験年の 5 月 31 日までに 3 年以上の研修期間あるいは暫定指導医期間が必要 

 

Ⅱ．受験出願書類 

（1）下記に示す出願書類をそろえて，Ⅳ.の出願期間内に日本周産期・新生児医学会事務局宛に追跡で

きる方法で送付する． 

（2）出願書の記載に関しては，「専門医資格認定試験受験要領」を熟読し，提出前に出願書類を必ず再

確認する． 

（3）①専攻医，②-1 暫定指導医（要件充足），②-2 暫定指導医（要件未充足），③両方経験により，出願

書類の必要個所が異なる． 

（4）症例要約は，主に以下の 5 項目について審査する． 

     ①症例選択の適切性 ②診断へのアプローチの方法 ③記載の簡潔明瞭性 ④倫理的観点での適

切性 ⑤治療方針の適切性 

症例要約の評価基準を満たさないと判断された場合は CBT を受験できない.正確に要点をまとめて

記載し，記載事項に漏れや不備がないか再確認を行い，必ず指導医のチェックを受けたうえで提出

する． 

1.専門医資格認定試験受験出願書 

※全出願書（1～9）1 部と症例要約簿（症例要約を含む）のコピー2 部を片面印刷して提出する 

2. 施設及び指導医の記録 

1）は専攻医用，2）は暫定指導医（要件未充足）・両方経験用，3）は暫定指導医（要件充足）用  

3.研修症例記録簿※1 

   ※1：②-1 暫定指導医（要件充足）は提出不要 

4.指導医による専攻医評価記録簿※2 

5.専攻医による指導医評価記録簿※2 

  ※2：専攻医のみ提出  

6.研修単位となる業績一覧 

7.推薦状※3 

  ※3：専攻医のみ提出 

8.誓約書 

9.症例要約簿 

10.施設年次報告書提出状況のコピー（研修期間すべての年度の提出が必要） 

11.医師免許証（医籍）のコピー 

12.日本小児科学会・日本産科婦人科学会いずれかの専門医認定証のコピー（現在有効） 

13.受験料の振込票のコピー 

 

Ⅲ．受験料  

30,000 円 （郵便振替で下記口座へ納入する） 

振込の際は，会員番号と氏名を振込み人名義の頭に必ず記載すること. 

 

郵便局 振替口座番号 00100-6-704183 

口座名称 一般社団法人日本周産期・新生児医学会専門医制度委員会 

シヤ）ニホンシユウサンキ シンセイジイガクカイ（全てカタカナ全角） 

他の金融機関からの振込 

ゆうちょ銀行 口座番号 〇一九（ゼロイチキユウ）店 当座 0704183 
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ネットバンキングの場合の口座名称 

シヤ）ニホンシユウサンキ シンセイジイガクカイ（全てカタカナ全角） 

（誤）シャ →（正） シヤ 

 

Ⅳ．出願期間 

2023 年 5 月 1 日(月) ～ 5 月 31 日（水）当日消印有効 

※出願期間以外の出願書の提出は受け付けない．また，出願期間の延長は行わないので厳守のこと． 

 

Ⅴ．出願における注意事項 

(1) 提出された出願書類に不備，不足等があった場合，受理しないことがある．また，訂正・再提出を求め

ることもあるが，指定期限内に到着しない時は受験資格を失う． 

(2) 受験料はいかなる事由があっても返還しない． 

(3) 出願書類の受理通知は 10 営業日以内にメールで送信する．受理通知が届かない場合は必ず事務局

に問合せる．問合せがない場合は受験資格を失うこともある. 

 

Ⅵ．試験科目 

(1) 書類審査 

出願書類に不備があり,再提出期限までに提出されない場合受験資格を失う.症例要約は 2 人の試験官の

合議により評価され,評価基準を満たしていない受験者は不合格となる.  

(2) CBT 試験 

医師国家試験方式の MCQ 形式に準じたもの． 

（一般問題＜共通問題を含む＞，長文問題，計 110 問） 

 

Ⅶ．CBT 試験日程 

日 時：2023 年 10 月 1 日(日)  

本人が予約した試験開始時刻から 120 分（NDA の時間を含む） 

会 場：CBT（Computer Based Testing）型試験であり,全国にある会場から希望する会場を選択・予約して

受験する.試験会場の予約方法等の詳細は受験者へ別途通知する. 

※p6 の【参考】受験出願書類の提出から合格発表までのタイムライン（予定）を確認すること.なお，スケジ

ュールに変更がでた場合は,学会ホームページの「専門医関連」に掲載する. 

 

Ⅷ．合否決定 

専門医試験委員会は試験の適否を，専門医認定委員会は試験結果の評価と受験者に関する諸資料を総

合して合否の決定を行う． 

 

Ⅸ．合格発表 

11 月中に学会ホームページの「専門医関連」に会員番号で発表予定．  

 

Ⅹ．専門医の登録    

(1) 合格者は，登録料 20,000 円を添えて学会に登録を申請する． 

(2) 学会は，上記登録申請のあった者に対して学会の専門医として登録するとともに,専門医認定証を交

付する．登録料はⅢ．受験料に記載している口座へ納入する． 

 

Ⅺ．次回試験の予定 

2024 年 10 月または 11 月の日曜日に CBT 方式で行う予定． 

 

Ⅻ． その他 

告示の補足や専門医試験関連情報が，学会ホームページの「専門医関連」に掲載されるため，最新情報

は学会ホームページで確認すること． 

専門医試験に関する各種連絡はメールで行うため，学会からのメールを受信できるよう設定し，メールアド

レスを変更した場合，必ず事務局に届け出ること． 
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【書類の送付先・問合先】 

※問合わせる前に資格認定試験受験要領を熟読し,メールで問合わせること.原則として電話での問合せ

には応じない． 

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-30  日本周産期・新生児医学会 事務局 

E-mail：senmoni@jspnm.org 

mailto:senmoni@jspnm.org
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【参考】受験出願書類の提出から合格発表までのタイムライン（予定） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出願期間 

5月1日(月)～5月31日（水） 

（当日消印有効） 

書類審査結果発表 

9 月上旬を予定 

（メールにて連絡） 

合格発表・専門医登録 

合格発表：11 月中の予定 

(学会ホームページにて) 

専門医登録期限：合格発表時に通知 

CBT 試験日・会場 

試験日：10 月 1 日（日） 

開催場所：各 CBT 会場 

受験者自身にて 

CBT 会場の予約 

（7 月中を予定） 

試験終了・不合格 

書類審査不合格 

1．症例要約評価基準を満たさない 

2．提出期日までの再提出なし 

書類審査合格 
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受験資格及び研修単位となる業績は，暫定措置規定が適用されるので，下記を確認すること．  

 

【受験資格における暫定措置期間中の必須項目からの除外事項】 

 (1) 基幹認定施設での 6か月の研修  

（2） 筆頭著者としての論文 

（3） 学会での筆頭演者としての発表 

 

【単位の解説（研修単位となる業績について）】 

※第 38 回周産期学シンポジウムの参加証明は参加証と出席証明書のいずれの提出も必要．なお，

送付された参加証は返却しない． 

 

以下の項目の合計が 30単位以上，かつ＊の合計が 20単位以上であること． 

(1）研修単位 10単位/回  

1）周産期・新生児学に関連した学術論文を査読制度のある雑誌に筆頭著者または corresponding 

author として発表し，それを専門医認定委員会が認めた場合＊ 

2）以下のいずれかへの学術集会への参加（筆頭演者としての発表があれば 5単位を追加） 

日本周産期・新生児医学会＊ 

日本周産期・新生児医学会周産期学シンポジウム＊ 

3）国内外を問わず，周産期・新生児学に関連する学会または研究会に参加して筆頭演者として発

表し，専門医認定委員会が認めた場合 

(2) 研修単位 5単位/回 

以下のいずれかの学術集会への参加（筆頭演者としての発表があれば 5単位を追加） 

日本産科婦人科学会（地方会も含む）＊ 

日本小児科学会（地方会も含む）＊ 

日本小児外科学会 

日本新生児成育医学会 

日本新生児成育医学会教育セミナー 

日本麻酔科学会 

日本母体胎児医学会 

日本糖尿病・妊娠学会 

(3）2013年度までに参加した学会または研究会の単位は，暫定措置規定第 11条の規定に関わらず，

研修開始後に取得した単位を承認する． 
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＜出願書記載上の注意＞ 

■全般的注意事項  

※学会ホームページに掲載している症例要約作成講座の動画及び 2023 年度症例要約作成基準を確

認したうえで、出願書を作成すること 

症例要約作成講座： https://www.jspnm.com/Senmoni/video.aspx 

2023 年度症例要約評価基準： https://www.jspnm.com/Senmoni/Doc/HKijyun2023d.pdf 

(1) 認定施設とは本学会が認定する基幹・指定・補完認定施設である． 

 (2) 年月日は西暦表記とする． 

(3) 片面印刷したものを提出する.※原本のコピーを控えとして必ず手元に残しておくこと. 

(4) 医学用語の使用方法は, 最新の医学用語辞典，小児科用語集，産科婦人科用語集に準拠する． 

 (5) 各種連絡に使用するので，必ず使用できる E-mail を記載する．施設を異動した際は，会員ログイン

後のマイページあるいは会員登録の変更中の「変更オンライン登録」から勤務先・E-mail 等を登録

し（p25・26 参照），速やかに事務局に連絡する． 

(6）合格発表後,専門医登録をすると認定証が交付される.会員情報に登録されている「送付先」へ送

付するので， 学会ホームページの会員ログイン後に表示される「マイページ」より「送付先」を確認

すること. 

■出願書類別注意事項 

1.新生児専門医資格認定試験受験出願書 

(1) 専門医の認定証は受験者氏名に記載された氏名で作成するので，記載に誤りがないか確認する． 

(2） 略歴は卒業大学と研修開始から現在まで，最大 8 項目まで記載する． 

(3) ヘッダーに受験者名を記載する. 

(4) 受験資格は，①専攻医，②-1 暫定指導医（要件充足），②-2 暫定指導医（要件未充足），③両方経

験のうち一つを選択する. 

2. 施設及び指導医の記録 

1) 専攻医用※学会 HP のマイページの研修の登録内容と提出する記録に相違がないか確認すること 

 （1） 施設及び指導医の記録記載例がｐ15～17 に記載されているので,参考にすること. 

(2) 研修を行った基幹・指定施設の施設番号，施設名，指導医名，研修開始日～終了日，研修月数

を年代順に記載する． 

(3) 研修を行った補完施設の施設番号，施設名，研修開始日～終了日を記載する.補完施設が所属

する施設群の基幹施設の施設番号，施設名，代表指導医名を記載する.補完施設でのすべての

研修期間のうち，最大 6 か月を限度として記載する. 

※補完施設での経験症例は,研修期間として申請した期間のみ必要研修症例あるいは症例要約

に記載できる.また，その年度の補完施設の施設年次報告書が登録されていなければならない． 

(4) 研修開始から出願書提出までの研修休止期間をすべて記載する.研修休止期間のうち,専門医認

定委員会の承認を得て研修期間として申請可能な期間がある場合には,病気療養,介護,産休育

休,留学より選択のうえ,承認の連絡を受け取った年月日と承認期間を記載する. 

(5) 施設基準別に累積研修期間を記載し，最後に研修期間の合計を記載する． 

2) 暫定指導医（要件未充足）・両方経験用 

(1) 暫定指導医（要件未充足）の場合は，施設番号，施設名，暫定指導医開始日～終了日，暫定指

導医月数を年代順に記載し，暫定指導医期間及び合計年月を記載する． 

https://www.jspnm.com/Senmoni/video.aspx
https://www.jspnm.com/Senmoni/Doc/HKijyun2023d.pdf
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(2) 両方経験の場合は，専攻医期間は研修を行った施設番号，施設名，指導医名，研修開始日～終

了日，研修月数を年代順に記載する．暫定指導医期間は施設番号，施設名，暫定指導医開始日

～終了日，暫定指導医月数を年代順に記載し，暫定指導医期間，専攻医期間及び合計年月を

記載する． 

3) 暫定指導医（要件充足）用（専攻医及び専門医の記録） 

(1) 専攻医名には 6 か月以上指導した専攻医名を記載する． 

(2) 専門医名には 6 か月以上指導した専攻医で，新生児専門医資格認定試験の合格者の氏名を

記載する． 

（3）専攻医名，専門医名ともに最大 3 名まで記載する． 

施設確認 URL：http://www.jspnm.com/Senmoni/ShisetsuS.aspx 

指導医確認 URL：http://www.jspnm.com/Senmoni/ShidoiS.aspx 

施設年次報告書提出状況確認 URL: http://www.jspnm.com/Senmoni/SNenjiSumi.aspx 

3. 研修症例記録簿 

同一施設で複数の専攻医が同一症例を提出する時は，受持期間が重複しないようにする. 

暫定指導医（要件充足）の場合は，提出の必要はない． 

※補完施設での経験症例を必要研修症例あるいは症例要約に記載する場合は，その年度の補完施設

の施設年次報告書が登録されていなければならない． 

1) 必要研修症例数 

(1) 研修期間または暫定指導医（要件未充足）期間に経験した症例を症例別に年代順に記載する． 

(2) その症例を経験した施設番号を症例毎に必ず記載する． 

(3) 同一症例にいくつかの疾患名がある場合は，入院目的に最も適した疾患分野を一つ選び記載する. 

（例）極低出生体重児が壊死性腸炎による腸管穿孔をきたし外科処置を受けた場合，「(3)極低出

生体重児」の症例として記載したら，「(11)小児外科疾患」の症例として記載できない（症例の

重複はできない)． 

(4) 超低出生体重児の症例を極低出生体重児の症例として記載できる． 

(5) 多胎は 1 例とする． 

(6) 呼吸器疾患（人工呼吸管理が必要）は，専攻医自身が気管挿管を施行し,かつ気管挿管による継

続した人工呼吸管理を行った症例を記載する.ただし,人工呼吸管理の不可能な施設で研修して

いた場合,気管挿管・サーファクタント投与の直後に抜管（INSURE）した症例を記載できる. 

(7) 小児外科疾患は，新生児期（生後 28 日まで）に手術をした症例を記載する．小児外科疾患で搬

送した症例を記載する場合は，搬送後のフォローを行うことが必須である．術式や術後経過を搬送

先に確認して明記すること．症例数が不足している場合は，事務局に問合せる． 

2) 診断及び治療技能 

(1) 研修開始または暫定指導医（要件未充足）期間に経験した症例を症例別に年代順に記載する． 

(2) その症例を経験した施設番号を症例毎に必ず記載する． 

(3) 1)必要研修症例数の症例と重複して記載できる． 

（例）超音波検査により横隔膜ヘルニアと診断し，外科処置を受けた場合は，診断及び治療技能

の「（1）超音波を用いた診断技術」及び必要研修症例数の「（11）小児外科疾患」の症例として

記載できる． 

http://www.jspnm.com/Senmoni/ShisetsuS.aspx
http://www.jspnm.com/Senmoni/ShidoiS.aspx
http://www.jspnm.com/Senmoni/SNenjiSumi.aspx
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(4）呼吸管理症例は，挿管,人工呼吸管理を行った症例を記載する． 

3) その他 

(1) 研修開始より経験した症例を症例別に年代順に記載する． 

(2) その症例を経験した施設番号を症例毎に必ず記載する． 

(3) 極低出生体重児のフォローアップ時の診断名は，退院時あるいはフォローアップ期間内の主な疾

患名を記載する． 

(4) 1)必要研修症例数の症例と重複して記載できる． 

（例）極低出生体重児が痙性麻痺でフォローアップを行った場合は，必要研修症例数の「（3）極低

出生体重児」及びその他の「（1）極低出生体重児のフォローアップ」の症例として記載できる．  

4) 経験することが望ましいもの 

(1) 剖検は研修開始前の症例を記載できる． 

(2) ハイリスク新生児の施設間搬送の診断名は搬送の適応となった疾患名，搬送理由などを記載する． 

4. 指導医による専攻医評価記録簿（専攻医のみ提出） 

推薦状に署名を受けた指導医から評価を受ける． 

5. 専攻医による指導医評価記録簿（専攻医のみ提出） 

(1) 推薦状に署名を受けた指導医について評価を行う． 

(2) 「指導医名」は専攻医が記載し，指導医本人の署名は必要ない． 

6. 研修単位となる業績一覧 

学会または研究会の参加・発表記録簿に単位を記載できるのは，専攻医は研修開始日以降，暫定指導

医は暫定指導医期間中に限る．また，すべて専門医認定委員会の承認が必要となる． 

※第 38 回周産期学シンポジウムの参加証明は参加証と出席証明書のいずれも提出が必要． 

研修単位となる業績の詳細は 【表Ⅲ 研修単位となる業績一覧】（p14）参照 

7. 推薦状（専攻医のみ提出） 

最後に研修した施設の指導医の署名を受ける． 

8. 誓約書 

受験者本人の署名，施設名，日付を記載する． 

9. 症例要約簿  

受験出願書の 1.～8.までとは別に書類が用意されているので,あわせて作成,提出すること. 

ヘッダーに必ず受験者名を記載する.症例要約は年代順に記載すること． 

同一施設で複数の専攻医が同一症例を提出する時は，受持期間が重複しないようにする. 

暫定指導医（要件充足）は，新生児専門医資格認定試験に合格した専攻医の症例要約をコピーできる

が，「患児・家族へのサポートと説明」と「考察」は独自で記載する． 

1) 症例要約一覧 

(1) 経験した症例のうち10症例について作成する．また，一症例一疾患とし，症例の重複はできない．  

(2) 同一症例にいくつかの疾患名がある場合は，入院目的に最も適した疾患分野を一つ選び記載する. 

(3) 診断名は記載しようとする問題点に最も関連する診断名を第一病名として記載する． 

 必要により第二，第三病名を記載し，診断名は正式名称を使用する． 

略語は不可とする． （例）VSD→心室中隔欠損(症) 
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2) 症例要約 

  症例要約は,主に以下の 5 項目について審査する． 

  ①症例選択の適切性 ②診断へのアプローチの方法 ③記載の簡潔明瞭性 ④倫理的観点での適

切性 ⑤治療方針の適切性 

症例要約の評価基準を満たさないと判断された場合は不合格となり CBTを受験できない．正確

に要点をまとめて記載し，指導医によるチェックを受ける．症例要約の記載例をｐ18～23 に掲載してい

るので，確認すること． 

(1) 症例要約は，12 ポイントを使用し，枠内に収まるように記載する．ページの追加は不可とする． 

(2) 主訴，現病歴，入院時診察所見，入院時検査結果，入院後経過（なるべく問題点別に記載），患

児・家族へのサポートと説明,考察の順にすべての項目を必ず記載する．【患児・家族へのサポート

と説明】に母体の情報も記載する． 

(3) 暫定指導医（要件充足・要件未充足）の場合は，□暫定指導医に，両方経験の場合は,記載する

症例が研修期間，暫定指導医期間のどちらの期間かを確認し，該当する□にチェックを入れる． 
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表Ⅰ 受験資格一覧                  ○：必要   ×：不要 

4．については，事務局に問合せる． 

両方経験の場合，5，6 については専攻医期間，9～11 については暫定指導医期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件 専攻医 
暫定指導医 両方 

経験 （要件充足） （要件未充足） 

 1. 医師免許証（医籍）を有する ○ ○ ○ ○ 

 2. 基本学会である日本小児科学会，日本産科婦人科学会

のいずれかの専門医である 
○ ○ ○ ○ 

 3. 資格認定試験を受験する時点で 3 年以上継続して日本周

産期・新生児医学会会員であり，会費を完納している 
○ ○ ○ ○ 

 4. 認定施設において 3 年以上の研修を終了し，規則付則に

定める必要研修症例数を有している 

  （必要研修症例数が不足している場合は暫定措置申請書

を提出し，専門医認定委員会の承認を得る） 

○ × × × 

 5. 研修の届出を行い，研修年次報告書を毎年提出している ○ × × ○ 

 6. 研修期間中に認定施設を異動した場合及び指導医が交

代した場合，変更届（様式 1-4）を提出している 
○ × × ○ 

 7. 所定の単位を取得している 

（【表Ⅲ 研修単位となる業績一覧】参照） 
○ ○ 〇 ○ 

 8. 暫定指導医としての期間が 3 年以上である × ○ 〇 × 

 9. 規則施行細則第 19 条の指導医の責務と業務を果たして

いる 
× ○ ○ ○ 

 10. 施設年次報告書を毎年提出している × ○ ○ ○ 

 11. 規則施行細則第 22 条による取消処分を受けていない × ○ ○ ○ 

 12. 暫定指導医と専攻医期間を合算して 3 年以上の期間を有

する 
× × × ○ 
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表Ⅱ 出願書類分類一覧 
〇：提出 ×：不要 

出願書類 専攻医 
暫定指導医 両方 

経験 （要件充足） （要件未充足） 

新生児専門医資格認定試験受験出願書 

（症例要約簿以外の原本 1 部提出） 
○ ○ ○ ○ 

施設及び指導医の記録  

1）専攻医用 ○ × × × 

2）暫定指導医（要件未充足）・両方経験用 × × ○ ○ 

3）暫定指導医（要件充足）用 専攻医及び専門医の記録 × ○ × × 

研修症例記録簿 ○ × ○ ○ 

指導医による専攻医評価記録簿 ○ × × × 

専攻医による指導医評価記録簿 ○ × × × 

研修単位となる業績一覧 ○ ○ ○ ○ 

推薦状 〇 × × × 

誓約書 〇 〇 〇 〇 

症例要約簿（原本 1 部とコピー2 部，計 3 部の提出が必要） 

※出願書類とは別に書類が用意されているので,注意するこ

と. 

○ ○ ○ ○ 

施設年次報告書提出状況のコピー（研修したすべての施設） ○ ○ ○ ○ 

医師免許証（医籍）のコピー ○ ○ ○ ○ 

基本学会（日本小児科学会，日本産科婦人科学会）の 

専門医認定証のコピー（現在有効） 
○ ○ ○ ○ 

受験料の振込票のコピー ○ ○ ○ ○ 
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表Ⅲ 研修単位となる業績一覧 
○：必須 △：任意 

すべて専門医認定委員会の承認が必要となる 

■研修単位となる業績一覧の出願書類 
提出の 

有 無 

1） 学会または研究会の参加・発表記録簿 〇 

2） 研修単位となる学会・研究会の参加記録簿 2013 年度までの参加 
注１：2014 年度以降は発表した場合のみ 10 単位 

△ 

3） 学会または研究会の参加証明 〇 

4） 学会論文刊行記録 △ 

研修単位となる業績（専攻医は研修開始日以降，暫定指導医は暫定指導医期間の以下の項目の 

合計が 30 単位以上，かつ＊の合計が 20 単位以上） 

■単位別業績 単位 

1. 筆頭著者または corresponding author として発表＊ 
注２：査読制度のある雑誌への掲載．投稿中の論文を単位として申請するには受理票と論文のコピー

を提出 

10 2. 日本周産期・新生児医学会 学術集会＊ 
注３：参加のみ 10 単位．筆頭演者としての発表があれば 5 単位追加 

3. 日本周産期・新生児医学会 周産期学シンポジウム＊ 
注３:参加のみ 10 単位．筆頭演者としての発表があれば 5 単位追加 

4. 国際学会 
注４：発表した場合のみ 10 単位 

10 

5. 周産期・新生児学に関連する学会または研究会に参加して筆頭演者として発表 
注 5：1～8 まで参加のみ 5 単位．筆頭演者としての発表があれば 5 単位追加 

1. 日本産科婦人科学会（地方会を含む）＊ 

2. 日本小児科学会（地方会を含む）＊ 

3. 日本小児外科学会 

4. 日本新生児成育医学会 

5. 日本新生児成育医学会教育セミナー 

6. 日本麻酔科学会 

7. 日本母体胎児医学会 

8. 日本糖尿病・妊娠学会 

5 
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【出願書類記載用参考資料】 

■施設及び指導医の記録記載例 

 施設区分 

（施設番号） 

研修施設 指導医  

2017 年 4 月 1 日～

2017 年 9 月 30 日 

基幹施設 

（NA11111） 

周産期大学病

院 

周産 三郎  

2017 年 10 月 1 日～

2018 年 3 月 31 日 

基幹施設 

（NA11111） 

周産期大学病

院 

周産 四郎 指導医変更 

2018 年 4 月 1 日～

2019 年 3 月 31 日 

補完施設 

（NC33333） 

第 1 日本病院 周産 四郎 基幹施設は周産期大学病院 

2019 年 4 月 1 日～

2020 年 9 月 30 日 

海外留学 

研修休止 

海外留学 

研修休止 

海外留学 

研修休止 

海外留学（専門医認定委員会

2020 年 12 月 5 日承認） 

2020 年 10 月 1 日～

2021 年 3 月 31 日 

指定施設 

（NB22222） 

日本周産期病

院 

日本 次郎  

 

2. 施設及び指導医の記録 

1) 専攻医用（年代順） 
基幹・指定施設での研修期間 

施設番号 基幹・指定施設名 指導医名 研修開始日～終了日 研修月数 

(例) 
NA99999 

○○病院 日本 太郎 2017.4.1～2020.3.31 36 

NA11111 周産期大学病院 周産 三郎 2017.4.1～2017.9.30 6 

NA11111 周産期大学病院 周産 四郎 2017.10.1～2018.3.31 6 

NB22222 日本周産期病院 日本 次郎 2020.10.1～2021.3.31 6 

   ～  

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ施設の研修であっても，指導医

が変更となった場合は「施設・指導

医変更届」の登録が必要 

補完施設の指導医は，補完施設が所属す

る施設群の基幹施設の代表指導医となる 

海外留学の場合は，「研修休止届」および

「研修再開始届」の登録が必要．さらに，

「留学研修承認申請書」と留学期間が記

載された招聘状，もしくは留学証明書を

添えて事務局へ提出する．専門医認定委

員会で承認されると，研修期間として申

請可能となる（次ページ参照） 
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補完施設での研修期間（研修期間として申請する場合のみ記載） 

補完 
施設番号 補完施設名 研修開始日～終了日 

(例) 
NC11111 

××病院 2017.4.1～2020.3.31 

補完施設が所属する施設群の基幹施設情報 
上記期間のうち，研修期間として申請
する期間（最大 6 か月） 

研修月数 基幹 
施設番号 

基幹施設名 
基幹施設 

代表指導医名 

（例） 
NA99999 

○○病院 日本 太郎 2017.4.1～2017.9.30 6 

補完 
施設番号 補完施設名 研修開始日～終了日 

NC33333 第 1 日本病院 2018.4.1～2019.3.31 

補完施設が所属する施設群の基幹施設情報 
上記期間のうち，研修期間として申請
する期間（最大 6 か月） 

研修月数 基幹 
施設番号 

基幹施設名 
基幹施設 

代表指導医名 

NA11111 

周産期大学病院 周産 四郎        2018.4.1 ～ 2018.9.30 6 

 

 

 

 

研修休止期間・専門医認定委員会承認の研修期間 

研修休止期間をすべて記入する 
研修休止期間のうち，専門医認定委員会の承認を得
て，研修期間として申請可能な場合のみ記載 

（承認されていない場合は記載できない） 

研修休止期間 
該 当する ものに
○ 

承認 
年月日 

承認期間 

1 西暦 2019 年 4 月 1 日 ～2020 年 9 月 30 日  
病気療養・介護・ 
産休育休・留学 

2020 年  
12 月 5 日 

 2019 年 4 月 1 日  ～
2020 年 3 月 31 日     

２ 西暦    年  月  日  ～   年  月  日 
病気療養・介護・ 
産休育休・留学 

年 月 日 
    年   月   日  

～      
年   月   日 

3 西暦    年  月  日  ～   年  月  日 
病気療養・介護・ 
産休育休・留学 

年 月 日 
    年   月   日  

～      
年   月   日 

4 西暦    年  月  日  ～   年  月  日 
病気療養・介護・ 
産休育休・留学 

年 月 日 
    年   月   日  

～      
年   月   日 

 

 

研修期間として申請した 6 か月間のみ（2018.4.1～2018.9.30）， 

補完施設での経験症例を記載できる 

複数の補完施設で研修した場合でも，合計 6 か月間しか申請できない 

 

専門医認定委員会承認との連絡を受け取った年月

日を記載する 
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研修期間まとめ 

(施設基準)      (累積研修期間) 

基幹施設    1    年  0   か月 

 

指定施設        年   6   か月   

 

補完施設   （最大 6 か月）  6  か月 

 

（専門医認定委員会承認の研修期間：該当するものに○を付ける） 

病気療養・介護・産休育休・留学  1  年  0  か月 

 

 

研修期間合計   3  年  0   か月 

 
【記載上の注意】 
1．研修期間のまとめ以外は，施設区分ごとに記載する． 
2．補完施設での経験症例は,研修期間として申請した期間(最大 6 か月間)のみ必要研修症例あるいは症例
要約に記載できる.また，その年度の補完施設の施設年次報告書が登録されていなければならない． 
3．留学研修の承認は原則 1 年を限度とする.ただし,周産期に関する臨床を行っていた場合は,専門医認定委員会

の承認をもって 1 年以上でも可とする. 
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■症例要約記入例 望ましい例 1 

症例番号 1：極低出生体重児 施設番号 
 

N○○○○○○ 

（西暦）2017 年 7 月生 男 ・ ○女  在胎    29 週 0 日 出生体重 1,210g 

受持時日齢 日齢 0 受持期間 7 月 31 日～10 月 8 日 

診断名（3 行以内） 
1 極低出生体重児,早産児 
2 新生児呼吸窮迫症候群 
3 動脈管開存症 

転帰  生存退院  死亡退院  転院・転科  入院中  その他 

家族歴 兄;34 週，1,680g で出生した．現在 4 歳で健康である． 

妊娠分娩経過 

母体は 35 歳,3 妊 2 産, 自然妊娠.妊娠高血圧症候群のため妊娠 28 週に当

院に入院, ベタメタゾン筋注後,降圧薬を投与されていたが,血圧 180/110 

mmHg に上昇し, 妊娠 29 週 0 日,緊急帝王切開術が実施された. 

【主訴】：低出生体重 
【現病歴】：刺激と吸引で啼泣を認めたが，陥没呼吸と中心性チアノーゼを認め気管挿管を行った. 
Ａｐｇａｒスコア 1 分 5 点，5 分 7 点．生後 15 分, 60％酸素投与下で SpO2 90％台前半のため呼吸窮
迫症候群と判断し，サーファクタントを気管内投与し，NICU に搬送した． 
【入院時診察所見】：体重 1,210g (-0.1SD), 身長 36.5cm (-0.7SD), 頭囲 26.5cm (0.0 SD) 
体温 36.5 ℃, 心拍数 160 回/分, 呼吸数 60 回/分，血圧 47/18 mmHg, SpO2 93％, 外表異常な
し,大泉門平坦, 心音純，肋骨弓下陥没呼吸あり, 腹部平坦, 軟, 外陰部 正常女性型, 筋緊張良
好. 
【入院時検査結果】：血液検査； pH 7.38, pCO2 45.2 mmHg, HCO3 26.2 mmol/L, BE 0.7 mmol/L, 
WBC 5,030, Hb 17.3 g/dL, 血小板 19.7 万, Alb 2.0 g/dL, Na 126 mEq/L, K 4.8 mEq/L, Cl 95 

mEq/L, Ca 6.3 mg/dL, CRP 0.02 mg/dL 未満，血糖 56 mg/dL, 乳酸 4.8 mmol/L，他特記所見なし. 
胸部エックス線写真；顆粒状陰影，樹枝状陰影, 透過性減弱.  
心臓超音波；左室収縮力良好, 心形態異常を認めず. 
【入院後経過（なるべく問題点別に記載）】：以下の経過をとり，日齢 69（修正 38 週）に退院した．①呼
吸；入室後，呼吸器条件を緩和，日齢 4 に計画的に抜管した．日齢 28 まで nasal-CPAP で呼吸管理
を継続，日齢 32 に酸素も終了した. カフェイン投与で無呼吸発作を予防した．②循環；日齢 2，3 に
動脈管開存症に対してインドメタシンを投与し，閉鎖を確認した. ③栄養；日齢 0 に経静脈栄養を開
始した．日齢 1 に経腸栄養を開始，日齢 14 に経静脈栄養を終了した. ④神経；頭部超音波検査では
脳室内出血,嚢胞性脳室周囲白質軟化症を認めず，退院前に行った頭部 MRI においても異常を認
めなかった. ⑤眼；生後３週に眼科診察を開始し，未熟児網膜症の発症がないことを確認した． 
【患児・家族へのサポートと説明】：入院時には，未熟性のために治療が必要であること，日本の現状

の医療レベルでは後障害の無い救命が可能と考えられることを説明した．急性期離脱後も状態を適宜
説明し，多職種連携で両親と児の愛着形成につとめた．退院時には成長発達の経過観察が必要なこ
とを説明した．家族の同意を得て, 地域の保健師や兄のかかりつけの開業小児科医師と連携を図っ
た. 
【考察】：家族の同意を得て, 人工呼吸管理，サーファクタント投与，経静脈栄養，インドメタシン投与
など極低出生体重児に対する標準的な治療を行った．経過中に敗血症，脳室内出血など重篤な合併
症を認めず，退院時点での予後は良好と考えられる. 
 

□暫定指導医 両方経験     □研修期間     □暫定指導医期間 
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■症例要約記入例 望ましい例 2 

症例番号 10：小児外科疾患  施設番号 NA〇〇〇〇〇 

（西暦）2021 年 1 月生 ○男  ・ 女 在胎 37 週 4 日 出生体重 2,276 ｇ 

受持時日齢 0 受持期間 1 月 22 日～ 2 月 24 日 

診断名（3 行以内） 
1 食道閉鎖（C 型） 
2 低出生体重児 

転帰  生存退院  死亡退院  転院・転科  入院中  その他 

家族歴 母；不安障害，うつ 

妊娠分娩経過 

母体は 34 歳，3 妊 1 産，自然妊娠．頸管長短縮のため，前医入院した．羊水

過多の指摘なし．妊娠 37 週 4 日，破水，児心音低下のため，緊急帝王切開

が実施された． 

【主訴】： 嘔吐，呼吸障害 
【現病歴】：生後，呼吸障害あり，バッグ・マスク換気による人工呼吸を実施した．呼吸状態安定したた
め，母児同室となっていた．その後，嘔吐・SpO2 の低下を認めた為，前医 NICU 入室し，エックス線写
真にて経鼻胃管の coil-up を認め，加療目的に同日当院へ新生児搬送，NICU 入室となった． 
【入院時診察所見】：体重 2,276g，体温 36.9℃，血圧 63/37mmHg，心拍数 109 回/分，呼吸数 38 回
/分，SpO2 98%，外表異常なし，大泉門平坦，心音純，呼吸音清，腹部平坦，軟，外陰部 正常男性
型，口腔・鼻腔より泡沫状の分泌物あり，鎖肛なし． 
【入院時検査結果】：血液検査；pH 7.322，pCO2 47.3mmHg，HCO3 23.8mmol/L，BE -2.3mmol/L，
WBC 14,200/μL，Hb 16.6g/dL，血小板 23.1 万，Na 141mEq/L，K 4.6mEq/L，Cl 107mEq/L，Ca2+ 

1.14mmol/L，CRP 0.02mg/dL，血糖 73mg/dL，乳酸 2.8mg/dL，他特記所見なし． 
胸腹部エックス線写真；肺野透過性良好，経鼻胃管の coil-up 認める，消化管ガスあり．心臓超音波；
左室収縮力良好，心内異常を認めず． 
【入院後経過（なるべく問題点別に記載）】：以下の経過をとり，日齢 40に退院した．①呼吸；入院時は呼吸状
態が安定した．腹部膨満による経時的な呼吸状態の悪化も認めず，根治術に臨んだ．②食道閉鎖；
経鼻胃管の coil-up に加え，消化管ガスを認め，Gross 分類 C 型と診断した．日齢 3 に手術を実施し
た．挿管チューブ先端より 1.5cm 尾側に気管食道瘻を確認した．食道盲端間は 1cm 程度と短く，一期
的に根治術を施行した．術後は 2 日間鎮静・筋弛緩を行った．日齢 7 より経管栄養開始，日齢 10 上
部消化管造影検査を施行し，吻合不良なく胃食道逆流症は軽度であった．日齢 11 に経口哺乳開
始，日齢 13 には自律哺乳確立した．③気管軟化症；日齢 20 頃より啼泣時の吸気性喘鳴とチアノーゼ
を認め，気管軟化症と診断した．症状自体は軽度で，啼泣時は早期に安静を図ることで対応可能であ

った． 
【患児・家族へのサポートと説明】：当院へ転院後，母親に対して病状説明を行い，比較的早期の手術
介入が必要な疾患であることを説明し，理解・同意を得た．母体は前医を日齢 7 に退院した．母子家
庭に加え，母体うつ既往であったため，退院までに啼泣時の対応を中心に育児指導を行った．退院
後は早期の保健所の介入，早めの電話相談・病院受診を指導し，多職種間での連携を図った． 
【考察】：家族の同意を得て，食道閉鎖に対する根治術を施行した．術後経過は問題なく，胃食道逆
流と気管軟化症の程度はいずれも軽度で，入院中の状態からは，啼泣時の早期対応のみで自宅退
院可能と判断した． 

□暫定指導医 両方経験     □研修期間     □暫定指導医期間 
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■症例要約記入例 望ましくない例 1 ※は修正が必要な部分．理由は欄外に記載 

症例番号 1：極低出生体重児 施設番号 N○○○○○○ 

（西暦）2010 年 7 月生※1 男 ・ ○女  在胎    29 週 0 日 出生体重 1,210g 

受持時日齢 日齢 0 受持期間 7 月 31 日～10 月 8 日 

診断名（3 行以内） 
1 VLBW※2 
2 新生児呼吸窮迫症候群 

転帰  生存退院  死亡退院  転院・転科  入院中  その他 

家族歴 特記事項なし※3 

妊娠分娩経過 

自然妊娠.ＰＩＨ※4 のため妊娠 28 週に当院に管理入院, リンデロン※5 筋

注，降圧薬を投与されていたが,血圧 180/110※6 に上昇したため, 妊娠 29

週 0 日,母体適応で eC/S※7 が実施された. 

【主訴】：極低出生体重児※8 
【現病歴※9】：自発呼吸は弱く,努力呼吸を認めたため,気管挿管を行った.生後 15 分，60％ 酸素投
与下で SpO2 90％台前半のため新生児呼吸窮迫症候群 (RDS) と判断し,サーファクタント補充療法を
行い NICU に搬送した． 
【入院時診察所見】：体重 1,210g (-0.1SD),身長 36.5cm (-0.7SD),頭位※10 26.5cm (0.0 SD) 
体温 36.5 ℃,心拍数 160 回/分, 呼吸数 60 回/分,血圧 47/18 mmHg,SpO2 93% (人工呼吸管理：
FIO2 0.27),特異顔貌なし,大泉門平坦,心音純，肋骨下陥没呼吸あり,腹部平坦,軟,外陰部正常女性
型,活発に四肢を動かす. 
【入院時検査結果※11】：血液検査；pH 7.381, pCO2 45.2, HCO3 26.2, BE 0.7, WBC 5030, Hb 17.3, 
Plt 19.7×104, Alb 2.0, AST 15, ALT 3, Na 126, K 4.8, Cl 95, Ca 6.3, IP 3.9, CRP 0.02＞※12，血
糖 56, IL-6 19 

胸部エックス線写真；透過性減弱， 顆粒状陰影，樹枝状陰影.  
心臓超音波検査；左室収縮力良好,心内異常を認めず. 
頭部超音波検査;脳室内出血（IVH）を認めず. 
【入院後経過（なるべく問題点別に記載）※13】：人工呼吸管理を開始し，PI カテーテル※5 を用いて
中心静脈栄養を開始した．日齢 1 より経腸栄養を開始．日齢 2 に動脈管開存症に対してインダシン
※5 を投与した．日齢 4 に抜管した.無呼吸発作に対し,カフェインと HFNC※4 を使用した．頭部超音
波検査では IVH,嚢胞性脳室周囲白質軟化症(cPVL)を認めなかった．日齢 32 (修正 33 週)に酸素を
中止した.未熟児網膜症の発症はなかった．日齢 69（修正 38 週）に自宅に退院した. 
【患児・家族へのサポートと説明】：※14 入院時には急性期の症状と必要な治療につき説明，急性期
離脱後は現在行っている治療や起こりうる合併症について適宜説明した.担当看護師と協力し，ご両
親※15 と児の愛着形成につとめた.退院時には成長発達の経過観察，パリビズマブ接種※16 が必要

なことを説明した． 
【考察】：RDS，PDA※4 に対する治療，経静脈栄養など，極低出生体重児に対する標準的な治療を行
った. 
 
 □暫定指導医 両方経験     □研修期間     □暫定指導医期間 

※1 研修期間中に担当した症例であること． 

※2 診断名に略語を単独では使用しない． 

※3 全ての症例に画一的に「特記事項なし」と記載するのは望ましくない． 

※4 用語は最新の日本医学会医学用語辞典，日本産科婦人科学会産科婦人科用語集，日本小児科学会

小児科用語集，最新のガイドラインなどに準拠した用語で記載する．外国語は極力避け，その使用は適

切な日本語がない場合に限る．また略語の初回使用時は，省略しない語を記載し，括弧内に略語を示

すこと． 

※5 薬品や医療機器，医療材料の名称は商品名ではなく一般名を記載する． 

※6 バイタルサインの記載に単位を忘れない． 

※7 一部の施設でのみ使用している特殊な用語を使用しない． 
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※8 主訴として相応しい用語で記載する． 

※9  Apgar スコアや臍帯動脈血液ガス結果なども記載する． 

※10 誤字，脱字にも注意する．正しくは頭囲． 

※11 検査値は，「一般に単位の記載を省略することが広く認められているもの」以外は単位を附記する．具

体的には白血球数，赤血球数などは単位記載の省略が医師国家試験においても認められている．

なお，スペースも限られているため，正常範囲の記載は必須ではない． 

※12 「＞」ではなく「未満」と記載する． 

※13 経過は問題点毎にまとめて，簡潔明瞭に記載する． 

※14 「行政担当者や地域の医療機関との連携」など，家族へのサポートと説明内容を記載する．その際に，

家族の同意も得ていることを記載する． 

※15 症例要約に敬語は相応しくない． 

※16 パリビズマブはワクチンではないので，接種ではなく「投与」が適切である． 
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■症例要約記入例 望ましくない例 2 

症例番号 5：重症感染症(敗血症，髄膜炎など) 施設番号 NA〇〇〇〇〇 

（西暦）2021 年 12 月生 男 ・ 女※1 在胎 40 週 6 日 出生体重 3,496 g 

受持時日齢 0 受持期間  月 10 日～月 18 日※1 

診断名（3 行以内） B 群溶連菌感染症 

転帰  生存退院  死亡退院  転院・転科  入院中  その他 

家族歴 母体 B 群溶連菌感染陽性 

妊娠分娩経過 

母体は 31 歳，3 妊 2 産，自然妊娠．妊娠 40 週 5 日に自然破水．破水後から

アンピシリンの投与を受けていた。破水後から 34 時間後に経腟分娩で出生し

た．出生前の母体採血で CPR 7.9 mg/dL，WBC 25500/μL だった． 

【主訴】： 多呼吸 
【現病歴】：出生後速やかに啼泣認めたものの，呻吟が持続した．Apgar スコア 8 点（1 分値），8 点（5
分値）．蘇生後も低酸素血症が持続したため保育器内で酸素投与をされながら経過を観察されてい
た．呼吸状態の改善が得られず，感染症が疑われたため新生児搬送となった．臍帯血動脈血ガス
pH7.119，BE－4.4mmol/dL． 
【入院時診察所見】：出生体重 3,496g（+0.7SD），身長 52cm（+1.5SD），頭囲 34cm（+0.2SD）．体温
37.1℃，心拍数 150 回/分，呼吸数 70 回/分，SpO2 92％．活気あり，筋緊張良好，大泉門平坦，胸部 
心音 整 雑音なし，呼吸 陥没呼吸あり，腹部 軟，肝腫大なし，外性器正常女性型，末梢霊感なし
※2 
【入院時検査結果】：胸腹部エックス線写真：右葉間胸水あり，両側肺野透過性低下． 

超音波検査：心臓構造異常なし，頭蓋内病変なし，左右腎臓問題なし 
血液検査：WBC23,000/μL，Hｂ21.4g/dL，Ｐｌｔ30.9 万/μL，CRP2.17mg/ dL，CK1185U/L 
静脈血液ガス：pH7.344，pCO245.4mmHg，HCO3

－，26.9mmol/L，BE－1.9 mmol/L 
【入院後経過（なるべく問題点別に記載）※3】：分娩経過および入院時の所見から※4 B 群溶連菌感染症に
よる呼吸障害と考え血液培養および鼻腔・咽頭培養採取の上，抗菌薬※5 の投与を開始した．また，
多呼吸および陥没呼吸が持続していたため呼吸補助として高流量酸素投与を開始した．呼吸状態は

改善が得られ，日齢 3 に呼吸補助は終了した．炎症反応※6 は速やかに低下を認めた．咽頭培養お
よび鼻腔培養から B 群溶連菌が検出されたが，血液培養は陰性だった．抗菌薬※5 は日齢 6 に終了
した．全身状態良好で哺乳も確立したため日齢 8 に自宅退院とした． 
【患児・家族へのサポートと説明※7】：入院時に，呼吸障害の原因は感染症の可能性があるために抗
菌薬を併用して治療している事を説明した．炎症反応および全身状態の改善まで抗菌薬を投与する

ことも説明した． 
【考察】：分娩経過および入院時の所見から B 群溶連菌感染症が疑われた．呼吸障害は感染が原因
と考えた．血液培養が陰性だった要因は出生前に母体に抗菌薬投与が行われていたためと考えた． 

 

□暫定指導医 両方経験     □研修期間     □暫定指導医期間 

※1 記載漏れ．すべての項目が記載されていることを確認する． 

※2 誤字がある． 

※3 問題点別の記載となっていない． 

※4 具体的経過と所見の記載がない． 

※5 具体的薬剤名の記載がない． 

※6 検査の値の記載がない． 

※7 誰に説明をしたのか，どういう反応であったのか，同意は得られたのか，不安に対してサポートがあったの

かの記載のいずれもがない．  
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■学会または研究会の参加証明記入例 

参加日(西

暦） 
学術集会出席証明書貼付 必須単位 

その他の 

単位 

2017.7.15 第○○回 日本周産期・新生児医学会学術集会 

 

 

 

 

参加 10 

発表 5 

 

2018.7.20 第××回 日本周産期・新生児医学会学術集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加 10  

2019.7.19 第○×回 日本周産期・新生児医学会学術集会 参加 10 

発表 5 

 

2017.1.22 第○○回 周産期シンポジウム 

 

 

 

 

参加 10  

2018.8.10 第○○回 日本小児科学会 学術集会 

 

 

 

 

参加 5  

2019.8.6 第○○回 ○○○研究会 

 

 

 

 

 参加 2 

2020.5.9 日本小児科学会 地方会 

 

 

 

 

参加 5 

発表 5 

 

2018.4.2 第○○回 日本新生児成育学会 学術集会 

 

 参加 5 

小 計  65 単位 7 単位 

合 計  72 単位 

【記載上の注意】 
1．発表した場合は，抄録のコピーを添付する．スペースが足りない場合はコピーして使用する． 

※第 38 回周産期学シンポジウムの参加証明は参加証と出席証明書のいずれも提出が必要． 

 

 

第○○回 日本周産期・新生児医学会 

学術集会 10 単位 

 

発表した場合は抄録 

のコピーを添付する 

第××回 日本周産期・新生児医学会

学術集会 

 

所属 

  ○○○病院 
氏名 

  周産期 花子 

参加証がない場合はネーム

プレートのコピーでも可 

参加証がない場合でも 

参加，発表していれば 

抄録のコピーでも可 

 

第○○回 周産期シンポジウム 

10 単位 

 

第○○回 日本小児科学会 学術集会 

第○○回 ○○○研究会（神戸） 

2 単位 

第○○回 日本小児科学会 地方会 

参加証明書 

 

専攻医の場合：参加証，ネームプ

レートがない場合は指導医の署

名が必要（発表の場合は抄録のコ

ピーでも可）．参加証，ネームプレ

ートがない場合は，それぞれに指

導医署名が必要 

 

指導医と両方経験の場合：暫定指

導医期間中の参加証，ネームプレ

ートがない場合は上席者の署名

が必要（発表の場合は抄録のコピ

ーでも可）．参加証，ネームプレー

トがない場合は，それぞれに上席

者の署名が必要 
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【その他参考資料】 

1．会員登録の変更_マイページからの変更手順① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ログイン 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の異動やメールアドレスの登録を変更する場合に使用する 

①会員番号・パスワード（変更していない場合は生年月日を 8桁）でログイン 

  ②「登録情報の確認・変更」から変更できる 

 ※会員登録の変更からも可能 

※E-mailは問合せ等に使用するので，必ず使用できる E-mailを登録する 
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2．会員登録の変更_マイページからの変更手順② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

勤務先等の変更を行うことがで

きる 

メール配信を希望するで、学会

からの情報が配信される 

メール配信の登録はここから

変更できる 

研修番号はここで確認できる 

「変更届」研修施設・指導医の変更 
「休止・中止届」研修休止期間の登録 

「再開届」研修再開の登録 

研修年次報告書の登録はこちら 
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3．試験関連書類・資料などの見方 

http://www.jspnm.com/ 

 
 

≪共通≫ 

研修単位となる学会、研究会一覧 〈http://www.jspnm.com/Senmoni/Tani.aspx〉 

≪新生児≫ 

認定施設一覧 〈http://www.jspnm.com/Senmoni/ShisetsuS.aspx〉 

指導医一覧 〈http://www.jspnm.com/Senmoni/ShidoiS.aspx〉 

施設年次報告書提出状況        〈http://www.jspnm.com/Senmoni/SNenjiSumi.aspx〉 

 

 

 

 

 

 

は新生児、母体・胎児とも共通→研修単位確認 

新生児 母体・胎児 

出願書類ダウンロード 出願書類ダウンロード 

施設番号確認 施設番号確認 

指導医名確認 指導医名確認 

施設年次報告書 

提出状況確認 
施設年次報告書 

提出状況確認 

 

 

 

 

 

 

http://www.jspnm.com/
http://www.jspnm.com/Senmoni/Tani.aspx
http://www.jspnm.com/Senmoni/ShisetsuS.aspx
http://www.jspnm.com/Senmoni/ShidoiS.aspx
http://www.jspnm.com/Senmoni/SNenjiSumi.aspx
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4. 施設年次報告書提出状況確認画面 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

施設番号（名）をクリック 

この画面を印刷し出願書類と一緒に 

事務局へ郵送 

提出されていない年度がある場合は、受験資格が得

られないので、代表指導医に登録を依頼する． 

補完施設での経験症例を必要研修症例あるいは症

例要約に記載する場合は，その年度の補完施設の施

設年次報告書が登録されていなければならない． 

 

新生児は→、 

母体・胎児は→ 

をクリックすると が 

表示される 

 


